
消
費
生
活
用
製
品
安
全
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
案
要
綱

消
費
生
活
用
製
品
安
全
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
を
平
成
十
九
年
五
月
十
四
日
と
す
る
こ
と
。



- -1

政
令
第

号

消
費
生
活
用
製
品
安
全
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

内
閣
は
、
消
費
生
活
用
製
品
安
全
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
四
号
）
附
則
第
一
条
の
規
定
に
基

づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

消
費
生
活
用
製
品
安
全
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
は
、
平
成
十
九
年
五
月
十
四
日
と
す
る
。



- -2

理

由

消
費
生
活
用
製
品
安
全
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。



消
費
生
活
用
製
品
安
全
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
案

参
照
条
文

○

消
費
生
活
用
製
品
安
全
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
十
二
月
六
日
法
律
第
百
四
号
）
（
抄
）

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。



消
費
生
活
用
製
品
安
全
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
要
綱

第
一

目
的
及
び
定
義

一

目
的
の
改
正

目
的
に
製
品
事
故
に
関
す
る
情
報
の
収
集
及
び
提
供
等
の
措
置
を
加
え
る
こ
と
。

（
第
一
条
関
係
）

二

定
義
の
追
加

１

消
費
生
活
用
製
品
の
使
用
に
伴
い
生
じ
た
事
故
の
う
ち
、
一
般
消
費
者
の
生
命
若
し
く
は
身
体
に
対
す
る
危
害
が
発

生
し
た
事
故
又
は
消
費
生
活
用
製
品
が
滅
失
し
、
又
は
き
損
し
て
当
該
危
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
事
故
で
あ
つ

て
、
消
費
生
活
用
製
品
の
欠
陥
に
よ
つ
て
生
じ
た
も
の
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
事
故
以
外
の
も
の
を
「
製
品
事
故
」

と
す
る
こ
と
。

２

製
品
事
故
の
う
ち
、
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
危
害
が
重
大
で
あ
る
も
の
と
し
て
、
危
害
の
内
容
又

は
事
故
の
態
様
に
関
し
政
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
を
「
重
大
製
品
事
故
」
と
す
る
こ
と
。（

第
二
条
関
係
）

第
二

情
報
の
収
集
及
び
提
供



一

主
務
大
臣
の
責
務

主
務
大
臣
は
、
重
大
製
品
事
故
に
関
す
る
情
報
の
収
集
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
三
条
関
係
）

二

事
業
者
の
責
務

１

製
品
事
故
に
関
す
る
情
報
を
収
集
し
、
一

消
費
生
活
用
製
品
の
製
造
、
輸
入
又
は
小
売
販
売
の
事
業
を
行
う
者
は
、

般
消
費
者
に
対
し
適
切
に
提
供
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

消
費
生
活
用
製
品
の
小
売
販
売
、
修
理
又
は
設
置
工
事
の
事
業
を
行
う
者
は
、
重
大
製
品
事
故
が
生
じ
た
こ
と
を
知

つ
た
と
き
は
、
当
該
消
費
生
活
用
製
品
の
製
造
又
は
輸
入
の
事
業
を
行
う
者
に
通
知
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
四
条
関
係
）

三

重
大
製
品
事
故
の
報
告

１

消
費
生
活
用
製
品
の
製
造
又
は
輸
入
の
事
業
を
行
う
者
は
、
重
大
製
品
事
故
が
生
じ
た
こ
と
を
知
つ
た
と
き
は
、
当

該
消
費
生
活
用
製
品
の
名
称
等
の
事
項
を
主
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

主
務
大
臣
は
、
重
大
製
品
事
故
の
報
告
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
故
に
よ
る
危
害
が
政
令
で
定
め
る
他
の



法
律
の
規
定
に
よ
っ
て
防
止
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
認
め
る
と
き
は
、
報
告
の
内
容
に
つ
い
て
当
該
他
の
法
律
の
事
務
を

所
掌
す
る
大
臣
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
五
条
関
係
）

四

主
務
大
臣
に
よ
る
公
表

１

主
務
大
臣
は
、
重
大
製
品
事
故
の
報
告
を
受
け
た
場
合
そ
の
他
重
大
製
品
事
故
が
生
じ
た
こ
と
を
知
つ
た
場
合
に
お

い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
重
大
製
品
事
故
に
係
る
消
費
生
活
用
製
品
の
名
称
等
の
事
項
を
公
表
す

る
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

主
務
大
臣
は
、
公
表
に
つ
き
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
機
構
に
技
術
上
の
調
査
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
六
条
関
係
）

五

体
制
整
備
命
令

消
費
生
活
用
製
品
の
製
造
又
は
輸
入
の
事
業
を
行
う
者
が
重
大
製
品
事
故
の
報
告
を
怠
り
、
又
は
虚
偽

主
務
大
臣
は
、

の
報
告
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
重
大
製
品
事
故
に
関
す
る
情
報
を
収
集
し
、
か
つ
、

こ
れ
を
適
切
に
管
理
し
、
及
び
提
供
す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
の
整
備
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
七
条
関
係
）



第
三

危
害
の
発
生
及
び
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置

事
業
者
の
責
務

一
１

消
費
生
活
用
製
品
の
製
造
又
は
輸
入
の
事
業
を
行
う
者
は
、
製
品
事
故
の
原
因
を
調
査
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
当
該
消
費
生
活
用
製
品
の
回
収
そ
の
他
の
措
置
を
と
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

消
費
生
活
用
製
品
の
販
売
の
事
業
を
行
う
者
は
、
消
費
生
活
用
製
品
の
製
造
又
は
輸
入
の
事
業
を
行
う
者
が
自
主
的

に
、
又
は
危
害
防
止
命
令
を
受
け
て
行
う
消
費
生
活
用
製
品
の
回
収
そ
の
他
の
措
置
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
八
条
関
係
）

二

危
害
防
止
命
令

１

緊
急
命
令
に
つ
い
て
、
主
務
大
臣
は
、
消
費
生
活
用
製
品
の
製
造
又
は
輸
入
の
事
業
を
行
う
者
に
対
し
、
必
要
な
措

置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
見
出
し
を
「
危
害
防
止
命
令
」
に
改
め
る
も

の
と
す
る
こ
と
。

２

主
務
大
臣
は
、
危
害
防
止
命
令
を
命
じ
た
と
き
は
そ
の
旨
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
九
条
関
係
）



第
四

罰
則

一

体
制
整
備
命
令
に
違
反
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す

る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
十
八
条
関
係
）

第
五

施
行
期
日
そ
の
他

一

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ

と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
以
内
に
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
消
費
生
活
用
製
品
安
全
法
の
施
行
の
状
況

に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る

こ
と
。

（
附
則
第
二
条
関
係
）

三

独
立
行
政
法
人
製
品
評
価
技
術
基
盤
機
構
法
に
つ
い
て
、
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

（
附
則
第
三
条
関
係
）
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